
加須市社協だよりは、共同募金の配分金を活用して発行しています。

P2.3 特集　子どもたちの未来のために～食の支援を広げよう～
P4 日本赤十字社会員増強運動結果報告、自動販売機を設置しました！
P5 会長だより、移転のお知らせ　　P6 お知らせコーナー　　P7.8 歳末支援金等について

令和 3 年 12 月　カスミ　ビバモール加須店にて

主な内容

10月1日から共同募金運動がスタートします！
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加須市子育てフードドライブ

フードパントリー

私たち「加須�子育て応援フードパントリー」は平成 30 年 7 月 4 日、ひとり親家庭の子どもたちを
応援する「こども食堂応援隊」として埼玉県内 3番目に発足し、翌年 1月 18 日に利用者 30 世帯でス
タートしました。現在 65 世帯の方が利用しています。
子どもたちに配付する食品類は、加須市や社会福祉協議会、市内の郵便局や企業などが主催するフー

ドドライブのほか、市内の団体・個人の皆様の心のこもった寄贈品を活用しております。
今後とも「こども食堂応援隊」の思いを受け継ぎ、市や他のフードパントリー団体と連携、協働を

図っていきます。また、利用者との「つながり」を大切にしながら、子育てに必要な「食」を通して、
地域の子育て家庭を応援するとともに、子どもたちの健やかな成長を願いつつ活動して参ります。

集まった食品は、安全管理に十分注意し、
市内で活動する「子ども食堂」や「子育て応
援フードパントリー」を実施している団体に
贈呈しています。

個人や民生委員・児童委員、商工会女性部、
郵便局、企業、市などから毎回 1000 点以上の
食品が集まります。

現在、加須市内では 6 団体・7 か所で開催さ
れています。ひとり親家庭など、様々な理由
で日々の食品や日用品の入手が困難な方に対
し、寄贈品を配付する活動です。

騎西子育て応援フードパントリー

加須�子育て応援フードパントリー

事務局長　嶋
しま

田
だ

　善
ぜん

市
いち

さん

加須北子育て応援フードパントリー

市内で活動する団体の連絡先はこちら

個人・企業

食品を寄附する時の流れ

↓

↓

↓ ↓
フードドライブ

ひとり親世帯

フード
パントリー

子ども
食堂
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子どもたちの未来のために子どもたちの未来のために
～食の支援を広げよう～

6 年前に発足した一般社団法人すくすく広場は、「遊ぶ・学ぶ・食べる」「貧困の連鎖を切る！」を
テーマに掲げ、市内での子育て家庭を支援すること、こども食堂を増やすことを目標に、月 1回の「す
くすくのあそび広場」、毎週の「小中高生勉強会」を続け、特にこの 3年間は、地元の皆様からご寄
贈頂いた食品を活用するプチ・パントリー事業を実施し、支援を続けてきました。現在では 6つの
こども食堂ができ、6つのフードパントリーと協力して活動しています。
幸いに加須市内には、昔ながらの子どもたちの伸びやかな生活と、支え合いの大切さを知る大人

たちの協力の輪があり、市が開催する加須市フードドライブが軌道に乗ってきています。今後とも
皆様のご協力、ご支援をお願いいたします。

加須市社会福祉協議会（加須市社協）では、ひとり親家庭等を支援する「加須市子育てフードドラ
イブ」に協力するために、昨年度から「加須市社協フードドライブ」を実施しています。
今回はフードドライブをはじめとした「食の支援」についてご紹介します。

小中高生勉強会

一般社団法人すくすく広場

事務局長　戸
と

恒
づね

　和
かず

夫
お

さん

子ども食堂

子ども食堂とは、無料また
は低価格帯で子どもたちに食
事を提供するコミュニティの
場のことです。

加須市内では６つの子ども
食堂が運営されており、食事
の場としてだけでなく学習支
援や高齢者との世代間交流の
場にもなっています。

子ども食堂

加須市社協フードドライブ

奇数月に食品を募り、毎回お米や野菜、レトルト
食品など 120 点近くの品が集まります。

加須市社協フードドライブや地域で実施された各
フードドライブで集まった食品は、「加須市子育て
フードドライブ」に集約されます。
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　加須市社協では、自動販売機の
設置事業を行っています。このた
び、「埼玉県済生会加須病院」様
と「鳥海エステート株式会社」様
のご協力により、2台の地域ふく
し応援自動販売機を設置させてい
ただきました。
　設置をご協力いただける方は、
お気軽にご連絡ください。
（設置場所：会社、自宅、マンショ
ンの敷地　等）
　
地域ふくし応援自動販売機とは？
　売上の一部を加須市社協が実施
する、様々な地域福祉事業の財源
として活用させていただく自動販
売機のことです。

埼玉県済生会加須病院　様

鳥海エステート株式会社　様

令和 4 年度日本赤十字社
会 員 増 強 運 動 結 果 報 告

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま す

自動販売機を設置しました！自動販売機を設置しました！自動販売機を設置しました！

ご協力ありがとうございます

　日赤会費は、市内で火災等にあわれた方へ配布する緊急物資の配備や日赤埼玉県支部が行う献血事業、救
護事業などの様々な活動に役立てられています。

合計金額　　　11,492,960 円

18,000 円：� 加須市赤十字奉仕団�北川辺分団
10,000 円：� 柿崎一郎、岡安秀雄、福島勇、相原伸司、㈱オートセンター田沼、
� � ㈱アプロンアパレル、(社福)さきたま会みずほの里、
� � (医)社団弘人会中田病院、(医)社団成慶会本町福島クリニック、

� 5,000 円：� 長昌院、㈱むさしの村、㈱横川興業、サイレキ建設工業㈱、
� � 松村医院、松村歯科医院、㈱シープランツ、ヤマケイプレコン㈱埼玉工場、
� � リバー㈱加須事業所、㈱須賀リサイクルセンター加須営業所、松敬産業㈱

※日赤会費は年間を通じて募集しています。

特別会費をいただいた皆様
※5,000円以上を掲載 (順不同･敬称略 )

令和 4年 8月 31 日現在

鳥海エステート株式会社　様

埼玉県済生会加須病院　様
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加須市社会福祉協議会本所が移転します！

　本所（加須ケアプランセンター、加須ヘ
ルパーステーション含む）は、令和 4年 11
月中に旧埼玉東部消防組合加須南分署を改修
し、移転します。
※�詳細な日程等は、決定次第ホームページ
等へ掲載します。

電話番号及び FAX 番号については変更ありません。
新住所：加須市下高柳 1932-1

市民の皆様、こんにちは。前号でご協力をお願いしました社協会費につきましては、皆様から多

くのご厚情を賜りまして、深くお礼申し上げます。この会費は、地域福祉の様々な事業に活用させ

ていただきます。

さて、加須市社会福祉協議会本所は、平成 14 年より市役所近くの加須市三俣一丁目 10 番地 4に

事務所を構えておりましたが、令和４年 11 月から新事務所に移転することとなりました。

移転先は旧埼玉東部消防組合加須南分署の建物で、加須市下高柳 1932-1 番地です。事務所は介護

事業所のほか、ボランティアセンターの機能も有しています。

その中でボランティアセンターは、ボランティア活動を行いたい方と団体との橋渡しや支援、教

育課程での福祉学習の支援などを行っております。

また、災害時には災害ボランティアセンターとして、市や関係機関とともにボランティアの受け

入れなどの活動をします。皆様がボランティアの登録にお越しくださることをお待ちしています。

地域福祉の充実に向けて、職員一同さらに努力してまいりますので、今後とも変わらぬご支援・

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会長だより
会長　大橋　良一

5 加須市社協だより　第49号



　

介
護
を
ひ
と
休
み
し
て
、
気
持
ち
の
リ
セ
ッ
ト

と
心
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
し
ま
せ
ん
か
？

内
容 

第
２
回　

製
作
活
動
・
交
流
会

 

第
３
回　

ボ
ッ
チ
ャ

と
き 

第
２
回　
10
月
28
日
㈮ 
13
時
30
分
～
15
時

 

第
３
回　
12
月
26
日
㈪ 

13
時
30
分
～
15
時

と
こ
ろ　

第
２
回 

騎
西
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　

第
３
回 

加
須
市
民
体
育
館（
卓
球
室
）

費
用 

１
０
０
円
（
茶
菓
子
代
等
）

対
象 

 

加
須
市
在
住
で
在
宅
介
護
を
し
て
い
る

方
、
し
て
い
た
方

定
員 

各
回
10
人

申
込
方
法
・
期
間

 

第
2
回　

10
月
21
日
㈮
ま
で

 

第
3
回　

12
月
19
日
㈪
ま
で

 

電
話
に
て
申
込

問
合
せ
　
本
所
・
各
支
所
へ

そ
の
他
・
備
考

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
変
更
ま
た
は
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
上
手
に
描
く
よ
り
、
自
分
ら
し
い
作
品
を
作

り
、
絵
手
紙
の
楽
し
さ
を
感
じ
よ
う
！

対
象 

視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
と
そ
の
家
族

定
員 

10
人

朗
読 

石
井　

敏
郎　

氏

演
奏 

ハ
ン
ド
ベ
ル
・
リ
ン
ガ
ー
ズ

申
込
方
法
・
期
間

 

12
月
９
日
㈮
ま
で　

電
話
に
て
申
込

問
合
せ 

本
所
・
各
支
所
へ

※ 

市
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
に

よ
り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ひ
と
り
親
世
帯
を
対
象
に
、
親
子
の
き
ず
な

を
深
め
る
一
助
と
し
て
「
ひ
と
り
親
子
の
つ
ど

い
事
業
」
を
開
催
し
ま
す
。

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
1
月
発
行
広
報
、
加
須

市
社
協
H
P
等
に
て
掲
載
予
定
で
す
。

対
象 

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
世
帯

問
合
せ 

本
所
・
各
支
所
へ

  

ご
寄
附
を
頂
い
た
方

ご
厚
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

前
号
掲
載
以
降
に
ご
寄
附
を
頂
い
た
方
は
、
次

号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
読
み
聞
か
せ
や
工
作
体
験
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

商
品
販
売
な
ど
子
ど
も
達
が
楽
し
め
る
内
容
を

ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

※�

詳
細
は
加
須
市
社
協
H
P
等
に
掲
載
予
定

で
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
十

分
に
講
じ
て
実
施
す
る
予
定
で
す
が
、
市
内

の
感
染
状
況
等
に
よ
り
中
止
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

対
象 

加
須
市
在
住
・
在
勤
の
ご
家
族

と
き 

11
月
20
日
㈰

と
こ
ろ 

  

大
利
根
文
化
・
学
習
セ
ン
タ
ー

 

「
ア
ス
タ
ホ
ー
ル
」

 

（
加
須
市
旗
井
１
４
６
１
ー
１
）

費
用 

参
加
費
無
料

問
合
せ 

本
所
・
各
支
所
へ

　

�
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
と
そ
の
家
族
を
対

象
に
「
朗
読
会
」
と
「
交
流
会
」
を
行
い
ま
す
。

楽
し
い
ひ
と
と
き
を
す
ご
し
ま
せ
ん
か
？

と
き 

12
月
22
日
㈭ 

14
時
～
15
時
30
分

と
こ
ろ 

 

市
民
プ
ラ
ザ
か
ぞ　

視
聴
覚
ホ
ー
ル

費
用 

無
料

お

知

ら

せ

と
き 

①
11
月
2
日
㈬ 

13
時
30
分
～
15
時
30
分

 

②
11
月
21
日
㈪ 

13
時
30
分
～
15
時
30
分

と
こ
ろ
　
騎
西
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

 

健
康
福
祉
室

費
用 

無
料

講
師 

絵
手
紙
藤
の
会

定
員 

6
人

申
込
方
法
・
期
間

 

10
月
20
日
㈭
ま
で　

電
話
に
て
申
込

問
合
せ 

本
所
へ

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
時
に
必
要
な「
傾
聴
」

を
学
び
、
地
域
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

養
成
を
行
い
ま
す
。
初
め
て
の
方
も
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き　

 

①
11
月
17
日
㈭ 
13
時
30
分
～
15
時
30
分

 

②
11
月
24
日
㈭  

13
時
30
分
～
15
時
30
分

と
こ
ろ 

 

本
所
会
議
室
（
旧
埼
玉
東
部
消
防
組

合
加
須
南
分
署
）　

費
用 

無
料

講
師 

 

特
定
非
営
利
法
人
埼
玉
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
代
表
理
事　

高
倉
恵
子　

氏

定
員 

16
人

申
込
方
法
・
期
間

 

10
月
31
日
㈪
ま
で　

電
話
に
て
申
込

問
合
せ　

本
所
へ

在
宅
介
護
者 

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

参
加
者
募
集
（
第
２
回
、
第
３
回
）

ひ
と
り
親
子
の
つ
ど
い

参
加
者
募
集

障
が
い
者
交
流
会

参
加
者
募
集

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

参
加
者
募
集

 

こ
ど
も
フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し
ま
す

絵
手
紙
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

参
加
者
募
集
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歳末支援金等をお配りします

　今年度も「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガンに【歳末たすけあい運動】
を行います。
　毎年、地域の皆さまからたくさんの歳末たすけあい募金をいただいております。この善意を市内に
在住する生活にお困りの世帯の方々に、地域の担当民生委員さんを通して支給いたします。支援金等
を希望される 下記に該当する方は、１０月２４日（月）までに担当民生委員さんに裏面申請書を提出
してください。

◆希望する方は申請書の提出が必要です◆

【対象の基準について】※民生委員さんの支援を必要とする世帯

【記入するときの注意点】

【申請方法等について】

※10月24日（月）を過ぎての申請はできませんのでご注意ください。

【問合せ】

１０月１日現在で、加須市の住民基本台帳に登録されている住所にお住まいの次のいずれかに該当する世帯

低
所
得
者
支
援

①低所得世帯（非課税世帯又は住民税の均等割のみかかる世帯）である

②低所得世帯で次の事項に当てはまる家族がいる
　○身体障がい児・者（１・２級）　○知的障がい児・者（Ⓐ・Ａ）　○精神障がい者（１・２級）

③低所得世帯で来春小学校または中学校に入学する子どもがいる

在
宅
介
護
者
支
援

④要介護４以上の高齢者（６５歳以上）を在宅で介護している

⑤要介護４以上の在宅高齢者（６５歳以上）である

⑥１８歳未満の身体障がい児（１級）又は知的障がい児（Ⓐ）を在宅で介護している

◆�１つの世帯で「低所得者支援」と「在宅介護者支援」のどちらかの申請となります。該当する方は、
『手帳の種類・等級』『要介護４以上』『介護者』等をお書きください。

◆�該当する方は、該当項目について社会福祉協議会が市役所に確認をしますので、申請書の下欄の委
任状に署名・捺印をしてください。　署名・捺印がない場合は、支援金等をお配りできません。

◆�課税状況は、１月１日を基準とする為、１月２日以降に加須市へ転入された方は、転入前の市区町
村で非課税証明書等をお取りいただくか源泉徴収票を添付してください。

※生活保護世帯は、年末に加算分があるため低所得者支援（①②③）の対象となりません。

※令和３年分の収入状況が未申告の方は、課税状況が不明のため、該当となりません。

※施設やグループホーム入所者、３カ月以上の長期入院者は対象となりません。

◆申請書は、消せないペンでお書きください。

◆対象世帯には１２月中に担当民生委員さんを通じてお届けします。

　本　　　所　☎︎０４８０（６２）６４５１ 　騎 西 支 所　☎︎０４８０（７３）２３４１

　北川辺支所　☎︎０２８０（６２）４０００ 　大利根支所　☎︎０４８０（７２）５０６９
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令和４年度歳末支援金等申請書

申請理由（該当する項目に○印をつけてください）
チェック欄 項　　目

低所得者
支援

①低所得世帯（非課税世帯又は住民税の均等割のみかかる世帯）である

②低所得世帯で次の事項に当てはまる家族がいる
　○身体障がい児・者（１・２級）○知的障がい児・者（Ⓐ・Ａ）○精神障がい者（１・２級）

③低所得世帯で来春小学校または中学校に入学する子どもがいる

在宅介護者
支援

④要介護４以上の高齢者（６５歳以上）を在宅で介護している

⑤要介護４以上の在宅高齢者（６５歳以上）である

⑥１８歳未満の身体障がい児（１級）又は知的障がい児（Ⓐ）を在宅で介護している

住　所 �加須市 電　話
続　柄 氏　　　名 　生　年　月　日 職業・学年 生活状況（介護・障害等記入）

世帯主 �大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

�大・昭
�平・令 ��年�　���月　　日

※下記の委任状に必ずご記入ください。※署名・捺印がない場合は、支援金等を支給できませんのでご注意ください。

 上記のとおり支援金等を申請します。

委 　  任　  状

　 社会福祉法人加須市社会福祉協議会会長　宛

　私は上記の者を代理人と定め、令和４年度歳末支援金等申請に伴う次の事項の確認に関する権
限を委任します。
　　　○世帯員の市町村民税課税状況に関すること
　　　○要介護度に関すること、サービスの利用状況に関すること
　　　○障害者手帳の交付状況に関すること
　　　○生活保護の受給の有無に関すること

※申請書にご記入いただいた個人情報は、この事業以外には使用いたしません。

担当民生委員氏名

　　　代理人� 加須市三俣一丁目１０番地４
� 　社会福祉法人加須市社会福祉協議会会長

令和４年　　　　月　　　　日

令和４年　　　　月　　　　日

（世帯主）氏名 印

（世帯主） 住所　　加須市
 氏名 印
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